
◯条例改正の目的

◯委員構成の見直しスケジュール
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  現任期の途中で３委員会体制へ移行する

が、現任期を延長し、新委員を含む全委員の
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３委員会体制による委員会運営開始現行委員の任期（R4.9.26～R6.9.25）

継続委員・
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部長会議へ付議
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基本的に、現委員は３委員会体制においても委員を継続してもらう

総務課・担当課にて有識者等の選任を行う ３委員会体制による委員会運営開始
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